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（２）行政官庁許認可事項 

 

① 水道用水供給事業 

番 号     
許認可 

年月日 
行政官庁 件 名             摘  要 

総財営第 72 号 30.9.28 総務大臣 
平成 30 年度水道事業の起債に対する許

可 
 

大阪府指令環衛 

第 1854 号 
30.9.13 大阪府知事 

平成 30 年度（厚生労働省繰越分）大阪

府生活基盤施設耐震化等補助金交付決

定書 

交付額 

1,739,084 千円 

大阪府指令環衛第

第 2664 号 
31.3.20 大阪府知事 

平成 30 年度水道施設災害復旧費（上水

道施設）補助金交付決定通知書 

交付額 

12,202 千円 

 
② 四條畷水道事業 

番 号     
許認可 

年月日 
行政官庁 件 名             摘  要 

総財営第 72 号 30.9.28 総務大臣 
平成 30 年度水道事業の起債に対する許

可 
 

大阪府指令環衛 

第 1854 号 
30.9.13 大阪府知事 

平成 30 年度（厚生労働省繰越分）大阪

府生活基盤施設耐震化等補助金交付決

定書 

交付額 

58,099 千円 

 
③ 太子水道事業 

番 号     
許認可 

年月日 
行政官庁 件 名             摘  要 

大阪府指令環衛 

第 1854 号 
30.9.13 大阪府知事 

平成 30 年度（厚生労働省繰越分）大阪

府生活基盤施設耐震化等補助金交付決

定書 

交付額 

18,259 千円 

 

④ 千早赤阪水道事業 

番 号     
許認可 

年月日 
行政官庁 件 名             摘  要 

総財営第 72 号 30.9.28 総務大臣 
平成 30 年度水道事業の起債に対する許

可 
 

大阪府指令環衛 

第 1854 号 
30.9.13 大阪府知事 

平成 30 年度（厚生労働省繰越分）大阪

府生活基盤施設耐震化等補助金交付決

定書 

交付額 

48,255 千円 

大阪府指令環衛 

第 2153 号 
30.11.26 大阪府知事 

平成30年度（平成29年度からの繰越分）

水道施設災害復旧費（上水道施設）補助

金交付決定通知書 

交付額 

801 千円 

 
⑤ 工業用水道事業 

番 号     
許認可 

年月日 
行政官庁 件 名             摘  要 

20180402 

財地第 24 号 
30.4.2 

経済産業 

大臣 

平成 30 年度工業用水道事業費補助金交

付決定通知書（大阪広域水道企業団工業

用水道改築事業） 

交付額 

112,500 千円 
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（イ）水資源開発事業の概要図 
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４ 浄水施設概要 

（１）水道用水供給事業 
 

① 村野浄水場 

  枚方市磯島北町地先淀川左岸の磯島取水場で原水を取水し、導水ポンプで村野浄水場まで送

り、沈澱、砂ろ過に加えて、オゾン処理、粒状活性炭処理による高度浄水処理を行い、摂津市、

守口市を除く 40 市町村に高度浄水処理水を供給している。 

・施設能力 179 万 7 千㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 取水口 １ケ所 浄水施設 

階
層
系 

凝集沈澱池 32池×２棟 

制水塔 １基 急速ろ過池 12池×２棟 

沈砂池 ８池 オゾン接触池 ４池×２棟 

取水ポンプ  ３台 粒状活性炭吸着池 12池×２棟 

導水ポンプ 12 台 棟内浄水池 ２池×２棟 

浄 水

施設 

平
面
系 

W1 系凝集沈澱池 ４池 浄水池（棟外） ３池 

W2 系凝集沈澱池 ４池 浄水施設 E 系浄水池 ５池 

E 系凝集沈澱池 12 池 送水施設 送水ポンプ（第１P） ８台 

W 系急速ろ過池 22 池 送水ポンプ（第２P） ３台 

E 系急速ろ過池 24 池 排水処理施設 濃縮槽 ５槽 

オゾン接触池 ８池 加圧脱水機 16 台 

粒状活性炭吸着池 32 池    

棟内浄水池 ２池    
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② 庭窪浄水場 

  守口市大庭町地先淀川左岸で原水を取水し、沈でん、生物処理施設にてアンモニア態窒素等

の除去を行い、砂ろ過に加えて、オゾン処理、粒状活性炭処理による高度浄水処理を行い、微

粉炭及び微小生物の流出対策としてさらに後ろ過処理を行い、３市（守口市、門真市、東大阪

市）他、南大阪地域にも枚岡ポンプ場を経由し、高度浄水を供給している。 

・施設能力 20 万 3 千㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 取水口 １ケ所 浄水施設 急速ろ過池 ６池×２系統 

制水塔 １基 オゾン接触池 ２段×２列 

×２系統 

沈砂池 ２池 粒状活性炭吸

着池 

６池×２系統 

取水ポンプ  ４台 後ろ過機 ９台（うち１

台予備） 

浄水池 ２池×２系統 

導水施設 原水調整池 ２池 送水施設 送水ポンプ ５台 

浄水施設 凝集沈澱池 ４池×２系統 排水処理施設 大庭浄水場へ送泥 

生物接触ろ過池 10 池 

２次凝集池 ３段×３列 

×２系統 

 

③ 三島浄水場 

  摂津市一津屋地先淀川右岸の一津屋取水場で原水を取水し、導水ポンプで三島浄水施設まで

送り、生物処理施設でアンモニア態窒素及びマンガン等の除去を行い、沈でん処理した後、万

博公園浄水施設で砂ろ過に加えて、オゾン処理、粒状活性炭処理による高度浄水処理を行い、

６市（吹田市、摂津市、茨木市、豊中市、箕面市、池田市）に高度浄水を供給している。 

・施設能力 33 万㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 

(他市及び府

工水との共

同施設) 

取水口 １ケ所 排水処理施設 濃縮槽 ３槽（上・工共用） 

取水塔 １基 加圧脱水機 ６台（上・工共用） 

沈砂池 ８池 浄水施設 急速砂ろ過池 24 池（万） 

導水ポンプ ２台（上水） オゾン接触池 ４池（万） 

浄水施設 生物処理施設 ４ユニット 粒状活性炭吸着池 10 池（万） 

凝集沈澱池 ８池 浄水池（塩素混和

池含む） 

４池（万） 

調整池 １池 送水施設 送水ポンプ ５台（万） 

送水施設 送水ポンプ ５台 排水処理施設 加圧脱水機 ３台（万） 

（万）：万博公園浄水施設 
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（２）市町村域水道事業 
 

① 田原浄水場（四條畷水道事業） 

地下水（深井戸）を水源とし、前塩素処理後、急速ろ過により浄水処理を行い、田原低区配

水池へ送水し、自然流下で上田原・下田原地区に給水している。 

・施設能力 340 ㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 さく井 ２ケ所 浄水施設 洗浄ポンプ １台 

取水ポンプ ２台 着水井 １池 

導水施設 導水管 158ｍ 浄水池 ２池 

浄水施設 急速ろ過機 ２基 塩素滅菌設備 タンク１基 

ポンプ２台 

ろ過ポンプ ２台 送水施設 送水ポンプ ２台 

 

 

 

② 板屋橋浄水場（太子水道事業） 

  地下水を水源とし、前塩素処理後、急速ろ過により鉄・マンガンを除去して磯長台配水池へ

送水し、自然流下で低区に供給している。 

・施設能力 3,400 ㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 さく井 ３ケ所 送水施設 送水ポンプ ３台 

取水ポンプ  ３台 

導水施設 導水管 214m 排水処理施設 洗浄排水貯水池 ２池 

浄水施設 急速ろ過機 ４基 

塩素滅菌設備 タンク１槽 

注入ポンプ４台 

浄水池 １池 
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③ 千早浄水場（千早赤阪水道事業） 

千早地区黒栂谷の第１・第２水源を水源とし、浄水場で沈砂・膜ろ過を行い配水池へ送水、

減圧水槽を経由して自然流下で配水する。 

・施設能力 320 ㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 取水口 ２ケ所 浄水施設 

薬品注入施設 

塩素注入ポンプ

(消毒用) 

２台 

沈砂池 １池（２系統） 

原水ポンプ井 １池 

塩素注入ポンプ

(洗浄用) 

２台 

オートストレーナ １基 

原水槽 １槽 

浄水施設 膜ろ過装置 ２ユニット    

浄水池(逆洗水槽) １槽 

 

 

④ 岩井谷浄水場（千早赤阪水道事業） 

表流水と伏流水を水源とし、浄水場で凝集沈澱・急速ろ過を行い、自然流下で上東阪配池へ送水

する。上東阪配水池から下東阪配水池へ自然流下で送水、中津原ポンプ場で加圧により中津原高区

配水池へ送水する。各配水池より配水区域へ自然流下で配水する。 

・施設能力 1,650 ㎥／日 

・主要施設 

種 別 区 分 数 量 種 別 区 分 数 量 

取水施設 取水口 

(集水井含む) 

２ケ所 薬品注入設備 PAC 注入ポンプ 

(着水井出口) 

２台 

 

取水ポンプ 

(集水井) 

２台 浄水施設 

薬品注入施設 

塩素注入ポンプ 

(浄水池=混和池) 

２台 

接合井 １池    

着水井 １池 

フロック形成池 １池 

浄水施設 薬品沈澱池 １池（２系統） 

急速ろ過機 ２基 

浄水池 １池 
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（３）工業用水道事業 
 
 

①  大庭浄水場 

守口市佐太中町地先淀川左岸で原水を取水し、沈澱処理を行った後、淀川以南地域の 352 事業所に

工業用水を供給している。 

 ・施設能力  60 万㎥／日 

・主要施設 

種別 区分 数量 種別 区分 数量 

取水施設 取水口 １ケ所 浄水施設 凝集沈澱池 16 池 

制水塔 １基 調整池 ３池 

沈砂池 ２池 配水施設 配水ポンプ ７台 

取水ポンプ ６台 排水処理施設 濃縮槽 ４槽 

  加圧脱水機 ７台（うち上水分１台） 

 

 

 

 

②  三島浄水場 

  摂津市一津屋地先淀川右岸の一津屋取水場で原水を取水し、導水ポンプで三島浄水場まで送り、沈

澱処理を行った後、北大阪地域の 73 事業所に工業用水を供給している。 

  ・施設能力  20 万㎥／日 

・主要施設 

 

種別 区分 数量 種別 区分 数量 

取水施設 

（他市及び企

業団上水との

共同施設） 

取水口 ４ケ所 浄水施設 

（工水） 

凝集沈澱池 ４池 

取水塔 １基 調整池 ２池 

沈砂池 ８池 配水施設 配水ポンプ ４台 

導水ポンプ ２台（工水） 排水処理施設 濃縮槽 ３槽 

（上･工共用施設） 

 加圧脱水機 ６台 

（上･工共用施設） 
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(１) 水道用水供給事業 (１㎥当たり)

昭 和 25. 5.31 　５円 ―

昭 和 27. 4. 1 　６円 ―

昭 和 28. 4. 1 　７円５０銭 ―

昭 和 30. 4. 1 ― １２円５０銭

昭 和 40. 4. 1 　８円 １６円

昭 和 49. 6. 1 １０円 １９円７０銭

昭 和 51.10. 1 １７円７０銭 ２９円７０銭

昭 和 52.10. 1 ２０円２０銭 ４３円７０銭

昭 和 53.10. 1 ― ４８円７０銭

昭 和 59.10. 1 ２４円５０銭 ５７円２０銭

２３円７９銭 ５５円５４銭

４２円７５銭 ７４円５０銭

４２円７５銭 ７４円５０銭

７４円５０銭

水量に対し、上記の割合で計算した額に
１００分の１０５を乗じて得た額

８８円１０銭

水量に対し、上記の割合で計算した額に
１００分の１０５を乗じて得た額

７８円

水量に対し、上記の割合で計算した額に
１００分の１０５を乗じて得た額

７５円

水量に対し、上記の割合で計算した額に
１００分の１０５を乗じて得た額

７５円

水量に対し、上記の割合で計算した額に
１００分の１０８を乗じて得た額

７２円

水量に対し、上記の割合で計算した額に
１００分の１０８を乗じて得た額

―

平 成 元 . 4. 1

平 成 30. 4. 1 ―

平 成 25. 4. 1 ―

平 成 10. 4. 1

平 成 12.10. 1

平 成 26. 4. 1 ―

平 成 22. 4. 1 ―

５　料金の変遷   

水量に対し、それぞれの割合で計算した額に１００分の１０３を乗
じて得た額

水量に対し、それぞれの割合で計算した額に１００分の１０５を乗
じて得た額

(平成10.３月末削除)

浄　　　　　　　　　　　水

水量に対し、それぞれの割合で計算した額に１００分の１０３を乗
じて得た額

平 成 5. 4. 1

平 成 9. 4. 1

沈 で ん 水年　月　日
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（２）市町村域水道事業

 ①水道料金

　四條畷水道事業

一般用 5㎥まで 　　　732 円

10㎥まで 　　1,028 円 10㎥を超え15㎥までの分 148 円

15㎥を超え25㎥までの分 178 円

25㎥を超え50㎥までの分 238 円

50㎥を超え100㎥までの分 296 円

100㎥を超え500㎥までの分 336 円

500㎥を超え1,000㎥までの分 366 円

1,000㎥を超える分 386 円

公衆浴場用 300㎥まで　　　25,200 円 300㎥を超え1,000㎥までの分 108 円

1,000㎥を超える分 118 円

臨時用 5㎥まで　　　3,500 円 5㎥を超える分 600 円

※料金は、上記表により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

　太子水道事業

一般用 0㎥ 　　　380 円 1㎥以上10㎥以下 114 円

11㎥以上21㎥以下 138 円

21㎥以上30㎥以下 171 円

31㎥以上40㎥以下 195 円

41㎥以上50㎥以下 228 円

51㎥以上100㎥以下 261 円

101㎥以上150㎥以下 300 円

151㎥以上 338 円

湯屋用 50㎥まで　　　3,619 円 51㎥以上 95 円

仮設用 0㎥　　　3,714 円 1㎥以上 619 円

※料金は、上記表により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

　千早赤阪水道事業

一般用 　　　500 円 1㎥以上10㎥以下 120 円

11㎥以上20㎥以下 140 円

21㎥以上30㎥以下 170 円

31㎥以上40㎥以下 190 円

41㎥以上 210 円

業務用 　　　3,700 円 220 円

臨時用 　　　3,700 円 620 円

※料金は、上記表により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

平成29. 4. 1

超過料金

(１㎥当たり)

―

年　　月　　日 用途
基本料金

(１㎥当たり)

年　　月　　日 用途
基本料金 超過料金

(１㎥当たり) (１㎥当たり)

平成29. 4. 1

平成29. 4. 1

年　　月　　日 用途
基本料金 従量料金

(１㎥当たり) (１㎥当たり)

112



 ②加入金

　四條畷水道事業

新設 増径

20mm以下 　　　180,000 円

25mm 　　　360,000 円

30mm 　　　560,000 円

40mm 　　　1,070,000 円

50mm 　　　1,860,000 円

75mm 　　　4,840,000 円

100mm 　　　9,600,000 円

150mm 　　　24,700,000 円

200mm以上 企業長が定める額

※料金は、上記表により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

　太子水道事業

新設 増径

13mm 　　　160,000 円

20mm 　　　200,000 円

25mm 　　　400,000 円

30mm 　　　600,000 円

40mm 　　　1,000,000 円

50mm 　　　2,000,000 円

75mm 　　　4,000,000 円

100mm以上 企業長が定める額

※料金は、上記表により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

　千早赤阪水道事業

新設 増径

13mm 　　　160,000 円

20mm 　　　200,000 円

25mm 　　　400,000 円

30mm 　　　1,000,000 円

40mm 　　　2,000,000 円

50mm 　　　4,000,000 円

75mm以上 企業長が定める額

※料金は、上記表により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

年　　月　　日 メーターの口径

増径後のメーターの口径に対応する左記
の額から増径前のメーターの口径に対応
する左記の額を差し引いた額

平成29. 4. 1

加入金

年　　月　　日 メーターの口径
加入金

平成29. 4. 1

増径後のメーターの口径に対応する左記
の額から増径前のメーターの口径に対応
する左記の額を差し引た額

年　　月　　日 メーターの口径
加入金

平成29. 4. 1

増径後のメーターの口径に対応する左記
の額から増径前のメーターの口径に対応
する左記の額を差し引た額
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（３）工業用水道事業

基本料金 超過料金

(１㎥当たり) (１㎥当たり)

使 用 料
(１個１ヶ月)

50 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下 500 円

昭和37. 4. 1 4 円 10 円
50 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
75 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

1,000 円

75 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
100 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

2,200 円

100 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
200 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

2,500 円

200 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
300 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

2,800 円

300 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
400 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

3,100 円

400 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
500 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

3,500 円

昭和40. 4. 1 5 円　50銭 11 円
500 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
600 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

4,000 円

600 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
700 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

5,000 円

700 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
800 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

6,000 円

 次のメーター使用料が追加された。

昭和43. 3.29
800 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ を超え
900 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 以　下

7,000 円

昭和48. 4. 1 9 円 18 円

昭和50. 1. 1 11 円 22 円

昭和51. 5. 1 15 円 30 円

昭和56. 4. 1 23 円 46 円

23 円 46 円

37 円 74 円

46 円 92 円

46 円 92 円

44円70銭

　（使用料金含む）

44円70銭

　（使用料金含む）

42円80銭
　（使用料金含む）

年　　月　　日

但し、37年３月完了の施
設利用にあっては５ 円

メーター使用料

口径（内径）

基本料金及び超過料金の合計額に100分の103
を乗じて得た額

基本料金及び超過料金の合計額に100分の103
を乗じて得た額

 上表の金額に100分の103を乗じて得た額

平成元. 4. 1

平成 5. 4. 1

 上表の金額に100分の108を乗じて得た額

平成 8. 4. 1 基本料金及び超過料金の合計額に100分の103
を乗じて得た額

基本料金及び超過料金の合計額に100分の105
を乗じて得た額

平成21. 4. 1

基本料金及び超過料金の合計額に100分の105
を乗じて得た額

二部料金制に変更
基本料金（39円10銭）　使用料金（5円60

 上表の金額に100分の108を乗じて得た額基本料金（32円40銭）使用料金（10円40銭）
基本料金及び超過料金の合計額に100分の108
を乗じて得た額

 上表の金額に100分の105を乗じて得た額

平成26. 4. 1

89円40銭

基本料金（39円10銭）　使用料金（5円60
基本料金及び超過料金の合計額に100分の108
を乗じて得た額

89円40銭

平成 9. 4. 1

平成28. 4. 1

85円60銭
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